
ご融資の内容 （受付期間：令和５年４月１日～令和６年３月３１日）

令和5年4月1日現在

ＪＡ鳥取中央
河 北 支 所 TEL 0858-26-0541 東 郷 支 所 TEL 0858-32-2114 赤 碕 支 所 TEL 0858-55-1021

大 鴨 支 所 TEL 0858-28-0841 羽 合 支 所 TEL 0858-35-3009 本所倉吉担当 TEL 0858-23-3090

久 米 支 所 TEL 0858-28-0641 北 条 支 所 TEL 0858-36-5346 融 資 課 TEL 0858-23-3052

関 金 支 所 TEL 0858-45-3112 大 栄 支 所 TEL 0858-49-1159 ﾛ ｰ ﾝ ｾ ﾝ ﾀ ｰ TEL 0858-24-6427

三 朝 支 所 TEL 0858-43-0914 東 伯 支 所 TEL 0858-53-1615

● ご利用いただける方

新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢や円安等に伴う

原油・農業関連資材等の価格高騰により影響を受けている農業者

● 資金使途

農業経営維持に必要な資金繰り資金（運転資金）

● ご融資限度額

個人：３００万円以内

法人・任意団体：５００万円以内

● ご融資期間

１０年以内（うち据置２年以内）

● ご返済方法
原則として元金均等返済とし、年１回返済とします

● ご融資利率

年 １．５０ ％（固定金利）

ご融資時より５年間は鳥取県およびＪＡグループによる利子補給に

より実質負担利率０％ となります

● 保証

原則として、鳥取県農業信用基金協会の保証を受けていただきます

※必要に応じて連帯保証人をお願いする場合があります

● 保証料

ＪＡグループによる保証料助成により実質負担保証料は０円 です

★ 利子・保証料助成対象期間

『利子助成』『保証料助成』については、令和６年３月３１日まで

の実行分を対象といたします


